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 ＪＲ貨物労組は５月３日に東京臨海広域防災公園で開催された「武力で平和はつくれない！とりもど

そう憲法を活かす政治を 第１０回２０２４憲法大集会」に参加しました。青

年部で呼びかけ結集した１４人を含む貨物労連全体で８６人が参加しました。 

 青年部では、前日の５月２日に、事前の憲法平和学習会を行ないました。

そもそも憲法とは何か？現在の自民党政権がなぜ改憲を推し進めようとする

のか？こうした内容を、１９４７年に当時の文部省が発行した中学生むけの

教科書「あたらしい憲法のはなし」の読み合わせと、映画『妖怪の孫』の視

聴を通して学習しました。 

 今年で１０回目を数える「憲法大集会」には、全体で３万２

千人（主催者発表）が結集しました。メインステージでの講演

会の後、会場からお台場付近にかけて約１．５㎞をパレードし、

憲法改正反対、憲法９条をいかした平和外交の実現などを訴え

ました。 

 日本国憲法の前文では「主権が国民に存する」とうたってい

ます。一部の人の考え方によって国の行く末や憲法のあり方が

左右されることがあってはなりません。私たち一人ひとりが政

治に関心をもち、自分の考えを持ち、それを主張できるようにしていきましょう。 

 

 1947 年 5 月 3 日に日本国憲法が施行

されてから、今年で 77年をむかえました。 

自民党岸田政権は、「９月の任期満了ま

での改憲をめざす」と明言しており、憲法改

正にむけた動きが活発化しています。自民

党改憲草案に基づいた改憲がなされれば、

為政者をしばるはずの憲法が、私たち国民

をしばるものへと変質されてしまいます！ 

私たちの命と生活を守るためには、「戦

争の放棄」「戦力の不保持」をうたった平和

憲法９条が不可欠です。改憲を問う国民投

票においては、憲法改悪に対し「反対に〇

（マル）」を書いて投票する体制づくりが求

められることから、平和意識を全国で広げ

ることが大切です！ 


